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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）媒体が収容される媒体収容部と、
（ｂ）該媒体収容部から媒体を繰り出す繰出部材と、
（ｃ）該繰出部材に圧接させられ、媒体を１枚ずつ分離させる分離部材と、
（ｄ）前記媒体の搬送方向における前記分離部材より下流側に配設され、媒体を搬送方向
に沿って案内するガイド部材とを有するとともに、
（ｅ）該ガイド部材は、前記分離部材と対向する対向領域において前記媒体収容部側に突
出させて形成された第１のリブ、前記対向領域外において前記媒体収容部側に突出させて
形成された第２のリブ、及び第１、第２のリブを保持するベース部を備え、
（ｆ）前記第１のリブによって、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に延
在する第１の案内面が、前記第２のリブによって、前記対向領域外において媒体の搬送方
向への延長方向に延在する第２の案内面が形成され、
（ｇ）媒体の搬送方向における上流側では、前記媒体収容部側に突出させることによって
、第１の案内面が第２の案内面より高くされ、
（ｈ）媒体の搬送方向における下流側にかけて、第１の案内面の高さと第２の案内面の高
さとの差が小さくされ、
（ｉ）前記第１の案内面の高さは、媒体の幅方向において均一にされることを特徴とする
媒体搬送装置。
【請求項２】
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　前記分離部材は、媒体の幅方向における中央部に配設される請求項１に記載の媒体搬送
装置。
【請求項３】
（ａ）前記第１のリブは、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に延在させ
て、前記第２のリブは、前記対向領域外において媒体の搬送方向への延長方向に延在させ
て形成され、
（ｂ）媒体の搬送方向における上流側では、前記媒体収容部側に突出させることによって
、第１のリブの前記ベース部からの高さが第２のリブの前記ベース部からの高さより大き
くされ、
（ｃ）媒体の搬送方向における下流側にかけて、第１のリブの前記ベース部からの高さと
第２のリブの前記ベース部からの高さとの差が小さくされる請求項１に記載の媒体搬送装
置。
【請求項４】
（ａ）前記ガイド部材は、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に延在する
第１のガイド部材、及び前記対向領域外において媒体の搬送方向への延長方向に延在する
第２のガイド部材を備え、
（ｂ）前記第１のガイド部材は揺動自在に支持される請求項１に記載の媒体搬送装置。
【請求項５】
　前記第１のガイド部材を前記分離部材側に向けて付勢する付勢部材が配設される請求項
１に記載の媒体搬送装置。
【請求項６】
（ａ）媒体が収容される媒体収容部と、
（ｂ）該媒体収容部から媒体を繰り出す繰出部材と、
（ｃ）該繰出部材に圧接させられ、媒体を１枚ずつ分離させる分離部材と、
（ｄ）前記媒体の搬送方向における前記分離部材より下流側に配設され、媒体を搬送方向
に沿って案内するガイド部材とを有するとともに、
（ｅ）該ガイド部材は、前記分離部材と対向する対向領域において前記媒体収容部側に突
出させて形成された第１のリブ、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に延
在し、前記第１のリブを保持する第１のベース部、前記対向領域外において前記媒体収容
部側に突出させて形成された第２のリブ、及び前記対向領域において媒体の搬送方向への
延長方向に延在し、前記第２のリブを保持する第２のベース部を備え、
（ｆ）媒体の搬送方向における上流側では、前記媒体収容部側に突出させることによって
、第１のベース部が第２のベース部より高くされ、
（ｇ）媒体の搬送方向における下流側にかけて、第１のベース部の高さと第２のベース部
の高さとの差が小さくされ、
（ｈ）前記第１のリブによって形成される案内面の高さは、媒体の幅方向において均一に
されることを特徴とする媒体搬送装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の媒体搬送装置が搭載された画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体搬送装置及び画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ、複写機、ファクシミリ装置、複合機等の画像形成装置、例えば、プリ
ンタにおいては、画像形成部で印刷データに応じてトナー像が形成され、形成されたトナ
ー像が転写部で媒体としての用紙に転写される。続いて、該用紙は、定着器に送られ、該
定着器においてトナー像が定着させられ、その後、搬送ローラ対によって所定の箇所に排
出される。
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【０００３】
　ところで、プリンタの本体、すなわち、装置本体に対して、用紙カセットが着脱自在に
配設され、該用紙カセット内に用紙が積層されて収容される。そのために、前記用紙カセ
ット内には媒体積載台が支持軸に対して回動自在に配設され、用紙は媒体積載台上に積載
される。また、用紙カセットには、用紙の積載位置を規制する媒体規制部材が配設され、
用紙の繰出し方向、及び繰出し方向に対して直交する方向で用紙を位置決めする。
【０００４】
　そして、前記用紙カセットから用紙を給紙するために、給紙ローラ、該給紙ローラと対
向させて配設された分離部材、該分離部材を押圧する加圧部材等が配設される。前記給紙
ローラより下流側には用紙を案内するガイド部材が配設され、該ガイド部材はベース部及
び複数のリブから成る。該各リブは、いずれも同じ形状を有する。そして、前記ガイド部
材より更に下流側には搬送ローラ対が配設される。
【０００５】
　そして、給紙モータを駆動し、前記給紙ローラを一定の速度で回転させると、用紙は媒
体積載台から繰り出され、給紙ローラと分離部材との間の圧接部に送られ、１枚ずつ分離
させられ、ガイド部材に送られる。そして、用紙は、ガイド部材に配設されたリブと当接
しながら搬送されて、媒体センサを通過し、搬送ローラ対に送られる。該搬送ローラ対は
、前記媒体センサを用紙が通過するタイミングに基づいて、制御部によって回転させられ
、用紙を送り出す。なお、一般に、用紙が媒体センサを通過したタイミングから搬送ロー
ラ対を回転し始めるタイミングまで、時間を置くことによって、用紙は、搬送ローラ対の
圧接部に押し込まれ、斜行が矯正される（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１０－１７１１９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来のプリンタにおいては、用紙の前端が、ガイド部材のリブの先
端に引っ掛かり、折れ曲がると、搬送ジャムを発生させてしまう。
【０００７】
　本発明は、前記従来のプリンタの問題点を解決して、供給された媒体に搬送ジャムが発
生するのを防止することができる媒体搬送装置及び画像形成装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  そのために、本発明の媒体搬送装置においては、媒体が収容される媒体収容部と、該媒
体収容部から媒体を繰り出す繰出部材と、該繰出部材に圧接させられ、媒体を１枚ずつ分
離させる分離部材と、前記媒体の搬送方向における前記分離部材より下流側に配設され、
媒体を搬送方向に沿って案内するガイド部材とを有する。
【０００９】
　そして、該ガイド部材は、前記分離部材と対向する対向領域において前記媒体収容部側
に突出させて形成された第１のリブ、前記対向領域外において前記媒体収容部側に突出さ
せて形成された第２のリブ、及び第１、第２のリブを保持するベース部を備える。
　また、前記第１のリブによって、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に
延在する第１の案内面が、前記第２のリブによって、前記対向領域外において媒体の搬送
方向への延長方向に延在する第２の案内面が形成される。
　そして、媒体の搬送方向における上流側では、前記媒体収容部側に突出させることによ
って、第１の案内面が第２の案内面より高くされる。
　また、媒体の搬送方向における下流側にかけて、第１の案内面の高さと第２の案内面の
高さとの差が小さくされる。
　そして、前記第１の案内面の高さは、媒体の幅方向において均一にされる。
【発明の効果】
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【００１０】
  本発明によれば、媒体搬送装置においては、媒体が収容される媒体収容部と、該媒体収
容部から媒体を繰り出す繰出部材と、該繰出部材に圧接させられ、媒体を１枚ずつ分離さ
せる分離部材と、前記媒体の搬送方向における前記分離部材より下流側に配設され、媒体
を搬送方向に沿って案内するガイド部材とを有する。
【００１１】
　そして、該ガイド部材は、前記分離部材と対向する対向領域において前記媒体収容部側
に突出させて形成された第１のリブ、前記対向領域外において前記媒体収容部側に突出さ
せて形成された第２のリブ、及び第１、第２のリブを保持するベース部を備える。
　また、前記第１のリブによって、前記対向領域において媒体の搬送方向への延長方向に
延在する第１の案内面が、前記第２のリブによって、前記対向領域外において媒体の搬送
方向への延長方向に延在する第２の案内面が形成される。
　そして、媒体の搬送方向における上流側では、前記媒体収容部側に突出させることによ
って、第１の案内面が第２の案内面より高くされる。
　また、媒体の搬送方向における下流側にかけて、第１の案内面の高さと第２の案内面の
高さとの差が小さくされる。
　そして、前記第１の案内面の高さは、媒体の幅方向において均一にされる。
【００１２】
　この場合、ガイド部材において、分離部材と対向する対向領域が、対向領域外より媒体
収容部側に突出させられるので、媒体の前端がガイド部材に引っ掛かることがない。した
がって、搬送ジャムが発生するのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。この場合、画
像形成装置としてのプリンタについて説明する。なお、該プリンタは外部のコンピュータ
等から伝達された画像データとしての印刷データに従って、電子写真方式によって、媒体
としての用紙上に現像剤像としてのトナー像を形成する。
【００１４】
　図２は本発明の第１の実施の形態におけるプリンタの概略図である。
【００１５】
　図に示されるように、プリンタは、四つの画像形成部としての画像形成ユニット４０Ｂ
ｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃ、給紙ユニット１０、転写搬送ベルトユニット５０、定着ユ
ニットとしての、かつ、定着装置としての定着器６０、排紙ユニット７１、及びプリンタ
の本体、すなわち、装置本体７２の上部に配設され、画像形成面を下にした状態の媒体と
しての用紙１２を積載する媒体積載部７３を備える。
【００１６】
　前記各画像形成ユニット４０Ｂｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃは、それぞれ像担持体とし
ての感光体ドラム４１、現像剤担持体としての現像ローラ４４、帯電装置としての帯電ロ
ーラ４２等から成る。前記感光体ドラム４１の上部に配設された露光装置としてのＬＥＤ
ヘッド４３には、感光体ドラム４１の軸方向に発光素子としての図示されないＬＥＤ素子
が配列される。なお、ＬＥＤヘッド４３に代えて、露光装置として、レーザ照射部及びポ
リゴンミラーを備えたレーザスキャニングユニットを使用することができる。
【００１７】
　前記画像形成ユニット４０Ｂｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃにおいて、帯電ローラ４２に
よって一様に、かつ、均一に帯電させられた感光体ドラム４１の表面がＬＥＤヘッド４３
によって露光され、感光体ドラム４１の表面に図示されない静電潜像が形成される。前記
現像ローラ４４は、前記静電潜像を現像して現像剤像としてのトナー像を形成する。
【００１８】
　前記給紙ユニット１０の媒体収容部としての給紙カセット１１は装置本体７２に着脱自
在に配設され、給紙カセット１１の内部には媒体積載台１３が支持軸１４を中心に回動自
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在に配設され、前記用紙１２が収容され、媒体積載台１３に積載される。また、給紙カセ
ット１１には用紙１２の積載位置を規制する図示されない媒体規制部材が配設され、用紙
１２の繰出し方向、及び繰出し方向に対して直交する方向によって用紙１２を位置決めす
る。
【００１９】
　前記媒体積載台１３には用紙１２が積載され、該用紙１２の最上紙が、搬送部材として
の、かつ、繰出部材としての給紙ローラ１５に当接する。また、前記媒体積載台１３には
押上部材としての押上げばね１６が配設され、該押上げばね１６は、媒体積載台１３を給
紙ローラ１５に向けて押し上げることによって、媒体積載台１３に積載された用紙１２を
給紙ローラ１５に押し付ける。該給紙ローラ１５は、用紙１２の給紙方向の前端において
、最も上の用紙１２に当接させられる。また、分離部材１８が給紙ローラ１５と対向する
位置に配設され、加圧部材２０が分離部材１８を加圧することによって該分離部材１８を
給紙ローラ１５に押し付ける。なお、用紙１２の搬送方向における給紙ローラ１５より下
流側に搬送ローラ対３１が、該搬送ローラ対３１より下流側に搬送ローラ対７０が配設さ
れる。
【００２０】
　また、前記転写搬送ベルトユニット５０は、第１のローラとしての駆動ローラ５３、第
２のローラとしての従動ローラ５４、前記駆動ローラ５３と従動ローラ５４との間に張設
され、走行自在に配設された搬送ベルト５１、前記各感光体ドラム４１上に形成された現
像剤像としてのトナー像を用紙１２上に転写する転写ローラ５２等を備え、前記駆動ロー
ラ５３を回転させると、搬送ベルト５１が走行させられ、従動ローラ５４が従動して回転
させられる。したがって、各感光体ドラム４１に形成された各色のトナー像は、前記転写
ローラ５２によって順次用紙１２に転写され、カラーのトナー像が形成される。
【００２１】
　そして、前記定着器６０は、第１の回転体としての定着ローラ６１及び第２の回転体と
しての加圧ローラ６２によって構成され、定着器６０において、画像形成ユニット４０Ｂ
ｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃで形成され、用紙１２上に転写されたカラーのトナー像が用
紙１２上に定着させられ、カラー画像が形成される。
【００２２】
　図１は本発明の第１の実施の形態における給紙カセットの要部を示す断面図、図３は本
発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの斜視図、図４は本発明の第１の実施の形
態における給紙ユニットの要部を示す拡大図、図５は図１のＡ－Ａ断面図である。
【００２３】
　図に示されるように、給紙ローラ１５及び分離部材１８から成る搬送部１９は、給紙ユ
ニット１０の幅方向、すなわち、用紙１２の幅Ｗにおける中央部に配設され、給紙ローラ
１５の左右の両側、すなわち、給紙ローラ１５の端部から給紙ユニット１０の両縁部にか
けて、左右の側部領域ＡＲ１が形成される。該各側部領域ＡＲ１において、分離部材１８
の両側には、用紙１２を下側で案内する下側ガイド部材であり第１のガイド部材であるガ
イド部材２５が配設されるとともに、該ガイド部材２５と対向させて用紙１２を上側で案
内する上側ガイド部材であり第２のガイド部材であるガイド部材２６が配設される。
【００２４】
　また、用紙１２の繰出方向における給紙ローラ１５及びガイド部材２５より下流には、
用紙１２を下流側に向けて案内する下流側ガイド部材があり、第３のガイド部材であるガ
イド部材２３が立設させて配設される。
【００２５】
　ところで、前記用紙１２は、給紙ローラ１５及び分離部材１８によって斜め上方に向け
て繰り出され、用紙１２の前端がガイド部材２３に当接するのに伴って、ほぼ「Ｌ」字状
に変形させられて案内される。なお、媒体搬送装置は、前記給紙ローラ１５、分離部材１
８、ガイド部材２３、２５、２６、媒体センサ３０、搬送ローラ対３１等によって構成さ
れる。
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【００２６】
　このとき、用紙１２における中央部、すなわち、給紙ローラ１５の近傍の部分と、両端
部、すなわち、側部領域ＡＲ１の部分とで、用紙１２の前端の動向が異なる。そこで、本
実施の形態においては、前記ガイド部材２３の形状を、用紙１２の前端の動向に対応させ
て設定するようになっている。すなわち、ガイド部材２３の形状が、用紙１２の中央部を
案内する部分と、用紙１２の中央部以外を案内する部分とで異なる。
【００２７】
　そのために、ガイド部材２３は、ベース部２７、及び該ベース部２７から用紙１２の搬
送路に向けて突出させて形成された複数の第１、第２のリブ２８、２９から成り、第１の
リブ２８は、ガイド部材２３の中央部、すなわち、分離部材１８より下流側において搬送
部１９に対応する部分である対応部に、第２のリブ２９は、前記ガイド部材２５より下流
側に形成される。（なお、図４及び５においては、便宜上、各第１、第２のリブ２８、２
９に符号が付されておらず、リブ群に対して符号が付されている。）
　ところで、各第１、第２のリブ２８、２９は、上端から下端にかけて前記ベース部２７
から用紙１２を案内する案内面（先端縁）２８ｂ、２９ｂまでの高さが二次関数的に大き
くなり、前記用紙１２が案内面に当たったときの相対的な角度、すなわち、突入角度が小
さくなる。また、各第１、第２のリブ２８、２９の湾曲部２８ａ、２９ａにおいて、前記
ベース部２７から第１のリブ２８の案内面２８ｂ間での高さは、前記ベース部２７から第
２のリブ２９の案内面２９ｂまでの高さより高くされ、図１に示されるように、高さの差
は下方になるほど大きくされる。
【００２８】
　そして、前記ベース部２７から第１のリブ２８のピーク２８ｈまでの最大高さｈａは、
ベース部２７から第２のリブ２９のピーク２９ｈまでの最大高さｈｂより高くされる。な
お、図５において、Δｈは高さｈａ、ｈｂの差高さである。
【００２９】
　そして、用紙１２（図２) の搬送方向におけるガイド部材２３より下流側には、用紙１
２の有無を検出する媒体センサ３０及び前記搬送ローラ対３１が配設される。
【００３０】
　なお、分離部材１８は、分離パッド１８ａ、及び該分離パッド１８ａを支持する支持部
材１８ｂを備える。また、１６は押上げばね、２０は加圧部材、２２はプリンタの外装の
筐体である。
【００３１】
　次に、前記構成の給紙ユニット１０の動作について説明する。
【００３２】
　まず、媒体繰出用の駆動部としての図示されない給紙モータが駆動され、給紙ローラ１
５が一定の速度で回転させられると、媒体積載台１３に積載された用紙１２の最上紙が前
記媒体積載台１３から繰り出される。このとき、用紙１２の前端が給紙ローラ１５と分離
部材１８との間の圧接部に送られ、用紙１２は、給紙ローラ１５及び分離部材１８によっ
て挟持され、１枚ずつ分離させられて搬送される。
【００３３】
　次に、仮に、第２のリブ２９が配設されず、第１のリブ２８だけが給紙ユニット１０の
幅方向の全体にわたって形成された場合の、用紙１２の搬送状態について説明する。
【００３４】
　図６は用紙の第１の搬送状態を示す参考図である。
【００３５】
　前記給紙ローラ１５によって繰り出された用紙１２の、給紙ローラ１５の近傍の部分１
２ａは、給紙ローラ１５と分離部材１８によって挟持されるので、水平に対して角度θ１
で搬送され、角度θ２で第１のリブ２８に当接する。これに対して、用紙１２の、側部領
域ＡＲ１の部分１２ｂは、給紙ローラ１５と分離部材１８とによって挟持されないので、
位置の規制を受けない。そのため、用紙１２の搬送にともなって、前記部分１２ｂの前端
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は、部分１２ａの前端に比べ、下方に位置する。そのため、用紙ガイド２５に接して第１
のリブ２８の方向に、水平に対して角度θ３で搬送される。
【００３６】
　次に、仮に、第１のリブ２８が配設されず、第２のリブ２９だけが給紙ユニット１０の
幅方向の全体にわたって形成された場合の、用紙１２の搬送状態について説明する。
【００３７】
　図７は用紙の第２の搬送状態を示す参考図である。
【００３８】
　前記給紙ローラ１５によって繰り出された用紙１２の、給紙ローラ１５の近傍の部分１
２ａは、給紙ローラ１５と分離部材１８によって挟持されるので、水平に対して角度θ１
で搬送され、角度θ４で第２のリブ２９に当接する。また、用紙１2 の、側部領域ＡＲ１
の部分１２ｂは、ガイド部材２５に当接した後、該ガイド部材２５に沿って搬送され、搬
送途中でガイド部材２６に接触しながらガイド部材２５を通過した後、水平に対して角度
θ３で搬送され、角度θ４で第２のリブ２９に当接する。
【００３９】
　この場合、第２のリブ２９は第１のリブ２８に対して低く形成されるので、前記側部領
域ＡＲ１の部分１２ｂの前端が第２のリブ２９のピーク２９ｈに当たることはなく、ピー
ク２９ｈより上方の部分で、第２のリブ２９と当接する。
【００４０】
　ところが、この場合、前記給紙ローラ１５の近傍の部分１２ａの前端と第２のリブ２９
とが当接する位置は、図６における第１のリブ２８との当接位置に対して第２のリブ２９
の上方に位置している。したがって、前記給紙ローラ１５の近傍の部分１２ａの前端の第
２のリブ２９に当接する角度θ５が、図６における第１のリブ２８に当接する角度θ２よ
り大きくなってしまう。そして、前記用紙１２の前端が第２のリブ２９に突入する角度が
大きくなると、用紙１２の中央部の前端が第２のリブ２９に接触したときに第２のリブ２
９から受ける反力が大きくなるので、用紙１２の中央部の前端の折れが発生しやすくなっ
てしまう。
【００４１】
　図８は本発明の第１の実施の形態における給紙カセットを引き出した状態を示す図であ
る。
【００４２】
　図に示されるように、給紙カセット１１を装置本体７２から引き出した状態において、
前記第１、第２のリブ２８、２９がいずれも給紙カセット１１の移動部分よりも上方（図
において上方）に位置する。したがって、給紙カセット１１の着脱動作に伴って給紙カセ
ット１１と第１、第２のリブ２８、２９とが干渉することはない。
【００４３】
　図９は本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第１の図、図１０
は本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第２の図である。なお、
図９は図５のＢ－Ｂ断面図、図１０は図５のＣ－Ｃ断面図である。
【００４４】
　給紙ローラ１５及び分離部材１８によって１枚に分離させられた用紙１２の、給紙ロー
ラ１５の近傍の部分１２ａは、図９に示されるように、水平に対して角度θ１で搬送され
、角度θ２で第１のリブ２８に当接する。さらに、部分１２ａは、第１のリブ２８に沿っ
て搬送され、媒体センサ３０を通過し、搬送ローラ対３１に送られる。
【００４５】
　一方、用紙１２の、側部領域ＡＲ１の部分１２ｂ（図４) は、図１０に示されるように
、ガイド部材２５に当接し、ガイド部材２５に沿って搬送され、搬送途中でガイド部材２
６に接触しながらガイド部材２５を通過した後、ガイド部材２３に配設された第２のリブ
２９に当接する。このとき、用紙１２は水平に対して角度θ３で搬送され、用紙１２の前
端は角度θ４で第２のリブ２９に当接する。さらに、用紙１２は第２のリブ２９に沿って
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搬送され、媒体センサ３０を通過し、搬送ローラ対３１に送られる。
【００４６】
　なお、前記用紙１２の前端が第１のリブ２８及び第２のリブ２９に当接する角度θ２、
θ４の範囲は、
　　０〔°〕＜θ２＜４５〔°〕
　　０〔°〕＜θ４＜４５〔°〕
となるように設定するのが好ましい。
【００４７】
　前記搬送ローラ対３１においては、用紙１２が媒体センサ３０を通過する（用紙１２の
前端が媒体センサ３０に到達する）タイミングに基づいて、図示されない制御部が図示さ
れない搬送用の駆動部を駆動し、前記搬送ローラ対３１を回転させ、用紙１２を送り出す
。
【００４８】
　一般的に、前記媒体センサ３０を通過するタイミングに対して、前記搬送ローラ対３１
の回転を開始するタイミングを遅らせることによって、用紙１２は搬送ローラ対３１の圧
接部に押し込まれ、斜行が矯正される。そして、搬送ローラ対３１から送り出された用紙
１２は、搬送ローラ対７０に送られる。
【００４９】
　さらに、用紙１２（図２) は、搬送ローラ対７０によって転写搬送ベルトユニット５０
に搬送される。前記転写ベルト５１は転写ローラ５２によって感光体ドラム４１に接触さ
せられ、前記転写ベルト５１上に吸着されて搬送される用紙１２に、感光体ドラム４１上
に形成されたトナー像が転写される。その後、用紙１２上の未定着のトナー像は、所定の
温度になるように制御された定着ローラ６１及び加圧ローラ６２によって加熱され、加圧
されることによって、用紙１２に定着させられ、画像の形成が終了する。続いて、用紙１
２は、排紙ユニット７１によって搬送され、画像が形成された面を下にした状態で媒体積
載部７３に排出される。
【００５０】
　このように、給紙ローラ１５によって繰り出された用紙１２の前端において、給紙ロー
ラ１５の近傍の部分１２ａが当接する第１のリブ２８より、給紙ローラ１５の側部領域Ａ
Ｒ１の部分１２ｂが低くされるので、用紙１２の部分１２ｂが、その分、第２のリブ２９
における上方に当たることになるので、用紙１２が第２のリブ２９に引っ掛かることがな
い。したがって、用紙１２の部分１２ａが第１のリブ２８に当接する角度を大きくするこ
となく、用紙１２が折れることなく、搬送ジャムが発生するのを防止することができる。
そして、正確に、かつ、確実に用紙１２を搬送することができる。
【００５１】
  次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構
造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによる発明の効果
については同実施の形態の効果を援用する。
【００５２】
　図１１は本発明の第２の実施の形態における給紙ユニットの要部を示す拡大図、図１２
は本発明の第２の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第１の図、図１３は本発
明の第２の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第２の図である。
【００５３】
　この場合、媒体としての用紙１２の繰出方向における搬送部材としての、かつ、繰出部
材としての給紙ローラ１５及びガイド部材２５より下流には、用紙１２を下流側に向けて
案内するガイド部材８０が立設させて配設される。
【００５４】
　該ガイド部材８０は、第１、第２のベース部８１、８２、前記第１のベース部８１から
一定の高さ（例えば、１．５〔ｍｍ〕）だけ突出させて形成された複数の第１のリブ８３
、及び前記第２のベース部８２から一定の高さ（例えば、１．５〔ｍｍ〕）だけ突出させ



(9) JP 4569907 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

て形成された複数の第２のリブ８４を備える。第１のベース部８１及び第１のリブ８３は
、ガイド部材８０の中央部、すなわち、分離部材１８より下流側に、第２のベース部８２
及び第２のリブ８４は、各ガイド部材２５より下流側に形成される。そして、第１、第２
のベース部８１、８２は、湾曲部８１ａ、８２ａにおいて、高さが二次関数的に大きくさ
れ、かつ、第１のベース部８１は第２のベース部８２より高く、第１のリブ８３の案内面
８３ａは第２のリブ８４の案内面８４ａより高く（ガイド部材２６側に）形成される。
【００５５】
　なお、本実施の形態においては、第１のベース部８１が第２のベース部８２より高く（
ガイド部材２６側に）形成され、第１、第２のベース部８１、８２には１．５〔ｍｍ〕の
一定の高さの第１のリブ８３、第２のリブ８４が形成されているが、本実施の形態に限ら
ず、第１のベース部８１を第２のベース部８２より高く（ガイド部材２６側に）形成し、
第１のベース部８１に、例えば、２〔ｍｍ〕の高さの第１のリブ８３を、第２のベース部
８２に、例えば、１．５〔ｍｍ〕の第２のリブ８４を形成し、第１のリブ８３の高さと第
２のリブ８４の高さとを異ならせ、案内面８３ａが案内面８４ａより高く（ガイド部材２
６側に）なるようにしてもよい。
【００５６】
　次に、前記構成の給紙ユニット１０の動作について説明する。
【００５７】
　前記給紙ローラ１５及び分離部材１８によって１枚に分離させられた用紙１２の、給紙
ローラ１５の近傍の部分１２ａは、図１２に示されるように、水平に対して角度θ１で搬
送され、角度θ２で第１のリブ８３に当接する。さらに、部分１２ａは、第１のリブ８３
に沿って搬送され、媒体センサ３０を通過し、搬送ローラ対３１に送られる。
【００５８】
　一方、用紙１２の、側部領域ＡＲ１の部分１２ｂは、図１３に示されるように、前記ガ
イド部材２５に当接し、該ガイド部材２５に沿って搬送され、搬送途中でガイド部材２６
に接触しながらガイド部材２５を通過した後、ガイド部材２３に配設された第２のリブ８
４に当接する。このとき、用紙１２は水平に対して角度θ３で搬送され、用紙１２の前端
は角度θ４で第２のリブ８４に当接する。さらに、用紙１２は、第２のリブ８４に沿って
搬送され、媒体センサ３０を通過し、搬送ローラ対３１に送られる。
【００５９】
　このように、第１、第２のリブ８３、８４が第１、第２のベース部８１、８２から一定
の高さだけ突出させて形成されるので、用紙１２における給紙ローラ１５の側部領域ＡＲ
１の部分１２ｂが第２のベース部８２側にカールしても、第２のベース部８２によって案
内されるので、用紙１２を正確に、かつ、確実に搬送することができる。
【００６０】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、前記第１、第２の実施の形
態と同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによる
発明の効果については同実施の形態の効果を援用する。
【００６１】
　図１４は本発明の第３の実施の形態における給紙ユニットの要部を示す断面図である。
【００６２】
　この場合、媒体としての用紙１２の繰出方向における搬送部材としての、かつ、繰出部
材としての給紙ローラ１５及びガイド部材２５より下流には、用紙１２を下流側に向けて
案内する第１、第２のガイド部材９０、９１が立設させて配設される。
【００６３】
　前記第１のガイド部材９０は、第１のベース部８１及び該第１のベース部８１から一定
の高さだけ突出させて形成された複数の第１のリブ８３を備え、前記第２のガイド部９１
は、図示されない第２のベース部、及び前記第２のベース部から一定の高さだけ突出させ
て形成された図示されない複数の第２のリブを備える。
【００６４】
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　前記第１のガイド部材９０は、分離部材１８より下流側に、第２のガイド部材９１は、
各ガイド部材２５より下流側に形成される。
【００６５】
　また、前記第１のガイド部材９０は、その上端の両側に突出させて形成された軸９２に
よって、第２のガイド部材９１に対して揺動自在に支持され、前記軸９２を中心に回動さ
せられる。そして、前記第１のガイド部材９０は図示されない付勢部材によって、常時、
給紙ローラ１５側に向けて付勢され、第２のガイド部材９１のストッパ部９３に突き当て
られ、前進位置が規制される。
【００６６】
　次に、前記構成の給紙ユニット１０の動作について説明する。
【００６７】
　図１５は本発明の第３の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す図である。
【００６８】
　給紙ローラ１５及び分離部材１８によって１枚に分離させられた用紙１２の、給紙ロー
ラ１５の近傍の部分１２ａは、第１のガイド部材９０の第１のリブ８３に当接する。この
とき、用紙１２が第１のリブ８３に当接するときの力によっては、第１のガイド部材９０
は回動させられない。
【００６９】
　さらに、部分１２ａは、第１のリブ８３に沿って搬送され、媒体センサ３０を通過し、
搬送ローラ対３１に送られる。
【００７０】
　該搬送ローラ対３１は、前述されたように、回転し始めるタイミングを遅らせることに
よって、用紙１２を搬送ローラ対３１の圧接部に押し込み、用紙１２の斜行を矯正する。
【００７１】
　そのとき、図１５に示されるように、用紙１２が撓むので、第１のガイド部材９０は用
紙１２の撓んだ力によって軸９２を中心にして反時計回り方向に回動させられる。その後
、再び搬送ローラ対３１が回転させられると、用紙１２は搬送ローラ対７０に送られる。
【００７２】
　このように、本実施の形態においては、給紙ローラ１５の搬送方向における下流に配設
された第１のガイド部材９０が揺動自在に配設されるので、用紙１２が搬送ローラ対３１
の圧接部に押し込まれ、均一に撓むので、用紙１２を正確にかつ確実に搬送することがで
きる。
【００７３】
　また、第１のガイド部材９０が揺動自在にされるので、用紙１２が撓んだときに第１の
リブ８３に加わる力を吸収することができる。したがって、用紙１２の撓みが第１のリブ
８３に当たるときに発生する音を低減することができる。
【００７４】
  前記各実施の形態においては、プリンタについて説明しているが、本発明を複写機、フ
ァクシミリ装置、複合機等に適用することができる。また、前記各実施の形態においては
、画像形成ユニット４０Ｂｋ、４０Ｙ、４０Ｍ、４０Ｃを備えたプリンタについて説明し
ているが、画像形成ユニットを一つだけ有するプリンタ、中間転写ベルトを使用したプリ
ンタ等に適用することができる。
【００７５】
  なお、本発明は前記各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて
種々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１の実施の形態における給紙カセットの要部を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるプリンタの概略図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの斜視図である。
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【図４】本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの要部を示す拡大図である。
【図５】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図６】用紙の第１の搬送状態を示す参考図である。
【図７】用紙の第２の搬送状態を示す参考図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における給紙カセットを引き出した状態を示す図であ
る。
【図９】本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第１の図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第２の図である
。
【図１１】本発明の第２の実施の形態における給紙ユニットの要部を示す拡大図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第１の図である
。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す第２の図である
。
【図１４】本発明の第３の実施の形態における給紙ユニットの要部を示す断面図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態における給紙ユニットの動作を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
１２　　用紙
１５　　給紙ローラ
１８　　分離部材
２３、２５、２６、８０　　ガイド部材
２８、８３　　第１のリブ
２９、８４　　第２のリブ
３０　　媒体センサ
３１　　搬送ローラ対
９０　　第１のガイド部材
９１　　第２のガイド部材
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